
                                       令和３年３月２日 

医療機関や福祉施設の管理者の皆様 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

        

 

  

 

 

  

 

 

 

      

 

   

 

  

 

 

 

         

 

～出勤前に、体調を確認しましょう～ 

○体調不良の場合には、出勤を控えましょう。 

○発熱がない場合でも、体調が優れないときは、 

病院の受診を検討しましょう。      

 ○毎日検温を実施し、自分だけではなく 

同居家族の体調も確認しましょう。                 

     

 

令和３年１月７日に緊急事態宣言が発令され、千葉県では新規感染者が減少して 
いましたが、このところ新規感染者の鈍化やクラスターの発生が継続しています。 
職場での感染拡大を防ぐため、下記を参考に御対応ください。 
手洗いの励行、3密対策は今までどおりお願いします。 
 

 
～休憩中の過ごし方を見直しましょう～ 

 ○一定の距離を保ちながら、食事をとりましょう。    

 ○会話をするときは、お互いに 

マスクを着用しましょう。                       

    

職員や利用者の感染管理にご不安な点があれば、何でも下記にご相談ください。 
ご一緒に乗り越えましょう！！ 

 
香取保健所（香取健康福祉センター） 
ＴＥＬ：０４７８－５２－９１６１ 

 

① 体調管理の徹底  ②共有部分の消毒 ③３密を避ける 
               
                       

 

      

                 

クラスターの発生が継続しています。 

病院・施設全体で、感染症予防対策を徹底しましょう！ 

感染拡大を防ぐため、ご協力お願いします！ 

食事は 

静かに 

～職場へのウイルスの持ち込みを防ぎましょう～ 

 

体調不良時には、無理 

せず休みましょう！ 

新型コロナウイルス感染症対策の再確認を！！ 

出勤時に

も測定！ 

更衣室や

食堂も忘

れずに！ 

狭い部屋では 

人数制限を！ 

1ｍ以上  

https://www.irasutoya.com/2015/12/blog-post_2.html
https://www.irasutoya.com/2015/12/blog-post_42.html

